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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
目地部を介した一方の目地部側の床躯体に、後端部が他方の目地部側の床躯体側に突出す
る先端部が水平方向に回動可能に取付けられた少なくとも２個以上の長方形状の板状のブ
ラケットと、この少なくとも２個以上のブラケットの上面に支持されるとともに、該ブラ
ケットの先端部に枢支された、ブラケット間の目地部を覆う目地カバーと、前記少なくと
も２個以上のブラケットの先端部が、常時他方の目地部側の床躯体方向に付勢するブラケ
ット付勢機構と、前記他方の目地部側の床躯体に後端部が取付けられた、前記目地カバー
上をスライド移動できる先端部が前記一方の目地部側の床躯体に支持される目地プレート
とからなることを特徴とする床用目地装置。
【請求項２】
目地部を介した一方の床躯体の目地部側に形成された、反目地部側が傾斜面に形成された
目地プレート支持凹部と、この目地プレート支持凹部に先端部が支持され、後端部が他方
の目地部側の床躯体側に位置する目地カバーと、この目地カバーの後端部を回動可能で、
かつ上下移動可能に先端部で支持することができる後端部が、前記一方の目地部側の床躯
体に枢支された、上面で前記目地カバーを支持できる少なくとも２個以上の長方形状の板
状のブラケットと、この少なくとも２個以上のブラケットあるいは前記目地カバーを常時
前記他方の床躯体方向に付勢する付勢機構と、前記他方の目地部側の床躯体に後端部が上
下移動可能に取付けられた、前記目地カバー上をスライド移動できる先端部が前記目地プ
レート支持凹部の傾斜面をスライド移動できる目地プレートとからなることを特徴とする
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床用目地装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は目地部を介して設けられた床躯体間を覆う床用目地装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　　従来、この種の床用目地装置は地震等の揺れ動きを吸収するため、左右の躯体間（ク
リアランス）の２倍が必要である。それ故に、例えばプラス、マイナス５００ミリが必要
な場合、本体の幅寸法は１０００ミリ以上、実質１２００ミリが必要となる。これは左右
の躯体間が離間した場合には問題が生じないが、近接した場合、壁や柱があると１７００
ミリの壁や柱間の寸法が必須条件となり、それ以下の条件では設置することができないと
いう欠点があった。
【特許文献１】特になし
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
本発明は以上のような従来の欠点に鑑み、幅寸法が小さくても大きな揺れ動きを目地部に
隙間が生じることなく吸収することができる床用目地装置を提供することを目的としてい
る。
【０００４】
　本発明の前記ならびにそのほかの目的と新規な特徴は次の説明を添付図面と照らし合わ
せて読むと、より完全に明らかになるであろう。
　ただし、図面はもっぱら解説のためのものであって、本発明の技術的範囲を限定するも
のではない。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
上記目的を達成するために、本発明は目地部を介した一方の目地部側の床躯体に、後端部
が他方の目地部側の床躯体側に突出する先端部が水平方向に回動可能に取付けられた少な
くとも２個以上の長方形状の板状のブラケットと、この少なくとも２個以上のブラケット
の上面に支持されるとともに、該ブラケットの先端部に枢支された、ブラケット間の目地
部を覆う目地カバーと、前記少なくとも２個以上のブラケットの先端部が、常時他方の目
地部側の床躯体方向に付勢するブラケット付勢機構と、前記他方の目地部側の床躯体に後
端部が取付けられた、前記目地カバー上をスライド移動できる先端部が前記一方の目地部
側の床躯体に支持される目地プレートとで床用目地装置を構成している。
【０００６】
　 本発明は目地部を介した一方の床躯体の目地部側に形成された、反目地部側が傾斜面
に形成された目地プレート支持凹部と、この目地プレート支持凹部に先端部が支持され、
後端部が他方の目地部側の床躯体側に位置する目地カバーと、この目地カバーの後端部を
回動可能で、かつ上下移動可能に先端部で支持することができる後端部が、前記一方の目
地部側の床躯体に枢支された、上面で前記目地カバーを支持できる少なくとも２個以上の
長方形状の板状のブラケットと、この少なくとも２個以上のブラケットあるいは前記目地
カバーを常時前記他方の床躯体方向に付勢する付勢機構と、前記他方の目地部側の床躯体
に後端部が上下移動可能に取付けられた、前記目地カバー上をスライド移動できる先端部
が前記目地プレート支持凹部の傾斜面をスライド移動できる目地プレートとで床用目地装
置を構成している。
【発明の効果】
【０００７】
　以上の説明から明らかなように、本発明にあっては次に列挙する効果が得られる。
【０００８】
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（１）請求項１により、目地部が地震等で狭くなった場合には、目地カバーと目地プレー
トが一方の目地部側の床躯体上に侵入して、その揺れ動きを吸収するとともに、目地部が
広くなった場合には、目地プレートの先端部が目地カバー上をスライド移動して、目地部
に隙間が生じることなく、その揺れ動きを吸収することができる。
　したがって、目地部の幅寸法がなくなる状態から、目地部の幅寸法が約２倍となる揺れ
動きを吸収することができるとともに、目地部が狭くなっても、目地部の幅寸法分しか目
地カバーと目地プレートが一方の目地部側の床躯体上に侵入することがなく、境界線や、
壁や柱等が目地部の幅寸法分だけ目地部端部より離れていれば、安全に設置することがで
きる。
　よって、小型化、コンパクト化を図ることができるとともに、揺れ動きを安全に確実に
吸収することができる。
【０００９】
（２）前記（１）によって、構造が簡単であるので、容易に設置することができる。
【００１０】
（３）前記（１）によって、揺れ動きが停止すると、自動的に元の状態に戻すことができ
る。
　したがって、地震のたびに点検することなく、安全に使用することができる。
【００１１】
（４）請求項２も前記（１）～（３） と同様な効果が得られるとともに、平常時には一
方の床面と他方の床面と同一面に目地プレートの上面を位置させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、図面に示す本発明を実施するための最良の形態により、本発明を詳細に説明する
。
【００１３】
　図１ないし図８に示す本発明を実施するための最良の第１の形態において、１は本発明
の床用目地装置で、この床用目地装置１は目地部２を介した一方の床躯体３の目地部側に
形成された、反目地部側が傾斜面４の目地プレート支持凹部５と、この目地プレート支持
凹部５に後端部が支持され、先端部が他方の目地部側の床躯体６側に位置する目地カバー
７と、この目地カバー７の先端部を回動可能で、かつ上下移動可能に先端部で支持するこ
とができる後端部が、前記一方の目地部側の床躯体３に水平方向に回動可能に枢支金具８
で枢支された少なくとも２個以上のブラケット９、９と、この少なくとも２個以上のブラ
ケット９、９あるいは前記目地カバー７を、常時前記他方の床躯体６方向に付勢する付勢
機構１０と、前記他方の目地部側の床躯体６に形成された目地プレート支持部１１に後端
部が上下移動可能に取付けられた、前記目地カバー７上をスライド移動できる目地プレー
ト１２とで構成されている。
【００１４】
　前記少なくとも２個以上のブラケット９、９は図３に示すように、長方形状の板状のブ
ラケット本体１３と、このブラケット本体１３の後端部の上下部に取付けられた、前記一
方の目地部側の床躯体３に複数本のタッピングビス１４等で固定される、枢支金具８とし
てのヒンジ部材１５、１５と、前記ブラケット本体１３の先端部の上下部位に固定された
、前記目地カバー７の後部寄りの底面に取付けられた該目地カバー７を上方に押し圧する
コイルスプリング１６を介装した押し上げ棒１７をガイドするとともに、下端部を係止す
るガイドパイプ１８および係止パイプ１９と、前記ブラケット本体１３が目地部が狭くな
った場合に、他方の目地部側の床躯体６でスムーズに回動できるように傾斜状態で停止さ
せるストッパー２０とで構成されている。
【００１５】
　前記付勢機構１０は図４に示すように、前記ブラケット本体１３のほぼ中央部に固定さ
れた一方の枢支ピン２１と、この一方の枢支ピン２１に一端部が枢支された中央部が回動
可能に中央枢支ピン２２で枢支されたリンク２３と、このリンク２３の他端部を枢支する



(4) JP 4616191 B2 2011.1.19

10

20

30

40

50

前記一方の目地部側の床躯体３に固定された他方の枢支ピン２４と、前記リンク２３の中
央部寄りの部位あるいは中央枢支ピン２２に一端部が取付けられ、他端部が前記一方の目
地部側の床躯体３に固定された、前記リンク２３を常時直線状態になるように付勢するコ
イルスプリング２５とで構成されている。
【００１６】
　前記目地プレート１２は図６に示すように、先端部が前記目地プレート支持凹部５の傾
斜面４に面接触するように傾斜面２６に形成された目地プレート本体２７と、この目地プ
レート本体２７の後端部寄りの底面に形成された、前記目地プレート支持部１１に固定さ
れた支持ピン２８、２８が遊挿状態で入り込む支持ピン挿入孔２９、２９とで構成されて
いる。
【００１７】
　上記構成の床用目地装置１は通常時には図２に示すように、目地部２を一方の床躯体３
の底面と他方の床躯体６の底面とがほぼ同一となるように目地プレート１２で覆った状態
になっている。
　このとき、目地カバー７はコイルスプリング１６で上方に押し上げられている押し上げ
棒１７によって、目地プレート１２を押し上げることなく目地プレート１２に密着した状
態になっている。
　地震等で目地部２が広くなると、図７に示すように他方の床躯体６が一方の床躯体３よ
り離れた状態となるため、目地プレート１２が目地カバー７上をスライド移動して、通常
時の目地部の幅寸法のほぼ２倍になるまで移動しても、目地部２を目地プレート１２と目
地カバー７で覆って、隙間が生じることなく目地部を覆うことができる。
　また、地震等で目地部２が狭くなると、図８に示すように他方の床躯体６が一方の床躯
体３に接近する状態となるため、他方の床躯体６によって目地カバー７および目地プレー
ト１２が一方の床躯体３上へ乗り上げ、ブラケット９、９が最小の収納状態となるまでス
ライド移動するが、一方の床躯体３上へ乗り上げられる目地カバー７および目地プレート
１２は、最大でも目地部２の幅寸法分だけ乗り上げるため、乗り上げ寸法を小さくできる
。この場合、目地カバー７の後端部および目地プレート１２の後端部は上方へ移動する。
【００１８】
　なお、目地部２が狭くなった場合には、目地カバー７の後端部が少なくとも２個以上の
ブラケット９、９の回動によって前後方向に回動するが、前後方向に余分なスペースがあ
る所では十分に使用することができる。
　また、目地カバー７のほぼ中央部の底面に凹状のガイドレール３０を設け、このガイド
レール３０と係合するピン３１を目地プレート支持凹部５に設けることにより、目地カバ
ー７の先端部寄りの位置を規制した状態で移動させることができる。
[発明を実施するための異なる形態]
【００１９】
　次に、図９ないし図２５に示す本発明を実施するための異なる形態につき説明する。な
お、これらの本発明を実施するための異なる形態の説明に当って、前記本発明を実施する
ための最良の第１の形態と同一構成部分には同一符号を付して重複する説明を省略する。
【００２０】
　図９ないし図１４に示す本発明を実施するための第２の形態において、前記本発明を実
施するための最良の第１の形態と主に異なる点は、目地カバー７の先端部を一方の床躯体
３の床面に支持させるとともに、後端部を少なくとも２個以上のブラケット９、９の先端
部に枢支ピン３２、３２で枢支し、目地プレート１２Ａの後端部を他方の床躯体６の目地
部側の床面に固定した点で、このように構成した床用目地装置１Ａにしても、目地部を覆
う目地プレート１２Ａが両方の床面より高くなるが、それ以外は前記本発明を実施するた
めの最良の第１の形態と同様な作用効果が得られる。
　なお、目地プレート１２Ａの両端部は下部が外方へ突出する傾斜面３３、３３に形成さ
れている。
【００２１】
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　図１５ないし図２０に示す本発明者が考えた床用目地装置において、前記本発明を実施
するための最良の第１の形態と主に異なる点は、一方の床躯体３の目地部側の床面より下
部位置のほぼ水平方向に位置できるように固定された支持プレート３４と、この支持プレ
ート３４に所定間隔で下端部が枢支ピン３５で枢支され、先端部が枢支ピン３６で目地カ
バー７の後端部の底面に枢支された複数個の支持バー３７と、この複数個の支持バー３７
が必要以上に回動するのを阻止するストッパー用のワイヤー３８とからなるブラケット９
Ａを用いた点で、このように構成した床用目地装置１Ｂにしてもよい。
　なお、ブラケット９Ａあるいは目地カバー７は目地部が狭くなって元の状態になった場
合に、目地カバー７を元の状態に戻すため、複数個の支持バー３７がストッパー用のワイ
ヤー３８で係止されるまで付勢できるように、支持バー３７と一方の床躯体３間にスプリ
ング３９を介装したり、あるいは他方の床躯体６方向へ付勢するコイルスプリング４０を
用いた付勢機構１０Ａが用いられている。
【００２２】
　図２１ないし図２５に示す本発明を実施するための第３の形態において、前記本発明を
実施するための最良の第１の形態と主に異なる点は、少なくとも２個以上のブラケット９
、９を一方の目地部側の床躯体３と該少なくとも２個以上のブラケット９、９のブラケッ
ト本体１３、１３のほぼ中央部との間に該ブラケット本体１３、１３を常時他方の目地部
側の床躯体６方向に突出するように付勢する
スプリングを用いた付勢機構１０Bと、ブラケット本体１３、１３を所定の傾斜状態で停
止させるストッパー２０を用いた点で、このように構成した床用目地装置１Cにしても、
前記本発明を実施するための最良の第１の形態と同様な作用効果が得られる。
【産業上の利用可能性】
【００２３】
　本発明は床用目地装置を製造する産業で利用される。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明を実施するための最良の第１の形態の平面図。
【図２】図１の２－２線に沿う拡大断面図。
【図３】本発明を実施するための最良の第１の形態のブラケットの説明図。
【図４】本発明を実施するための最良の第１の形態の付勢機構の説明図。
【図５】本発明を実施するための最良の第１の形態の目地カバーの説明図。
【図６】本発明を実施するための最良の第１の形態の目地プレートの説明図。
【図７】本発明を実施するための最良の第１の形態の目地部が広くなった動作説明図。
【図８】本発明を実施するための最良の第１の形態の目地部が狭くなった動作説明図。
【図９】本発明を実施するための第２の形態の平面図。
【図１０】図９の１０－１０線に沿う拡大断面図。
【図１１】本発明を実施するための第２の形態の目地カバーのブラケットへの取付け状態
の説明図。
【図１２】本発明を実施するための第２の形態の目地プレートの説明図。
【図１３】本発明を実施するための第２の形態の目地部が広くなった動作説明図。
【図１４】本発明を実施するための第２の形態の目地部が狭くなった動作説明図。
【図１５】本発明者が考えた床用目地装置の平面図。
【図１６】図１５の１６－１６線に沿う拡大断面図。
【図１７】図１５の１７－１７線に沿う断面図。
【図１８】本発明者が考えた床用目地装置のブラケットの説明図。
【図１９】本発明者が考えた床用目地装置の目地部が広くなった動作説明図。
【図２０】本発明者が考えた床用目地装置の目地部が狭くなった動作説明図。
【図２１】本発明を実施するための第３の形態の平面図。
【図２２】図２１の２２－２２線に沿う拡大断面図。
【図２３】本発明を実施するための第３の形態のブラケットの説明図。
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【図２４】本発明を実施するための第３の形態の目地部が広くなった動作説明図。
【図２５】本発明を実施するための第３の形態の目地部が狭くなった動作説明図。
【符号の説明】
【００２５】
１、　、１Ａ、１Ｂ：床用目地装置、２：目地部、
３：一方の床躯体、　　　４：傾斜面、
５：目地プレート支持凹部、　６：他方の床躯体、
７：目地カバー、　　　８：枢支金具、
９、９Ａ：ブラケット、　　１０、１０Ａ：付勢機構、
１１：目地プレート支持部、　１２：目地プレート、
１３：ブラケット本体、　　１４：タッピングビス、
１５：ヒンジ部材、　　　１６：コイルスプリング、
１７：押し上げ棒、　　　１８：ガイドパイプ、
１９：係止パイプ、　　　２０：ストッパー、
２１：一方の枢支ピン、　　２２：中央枢支ピン、
２３：リンク、　　　２４：他方の枢支ピン、
２５：コイルスプリング、　　２６：傾斜面、
２７：目地プレート本体、　　２８：支持ピン、
２９：支持ピン挿入孔、　　３０：ガイドレール、
３１：ピン、　　　　３２：枢支ピン、
３３：傾斜面、　　　３４：支持プレート、
３５：枢支ピン、　　　３６：枢支ピン、
３７：支持バー、　　　３８：ストッパー用ワイヤー、
３９：スプリング、　　　４０：コイルスプリング。
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